
募
集
・
採
用
、
賃

金
、
配
置
、
昇
進
な

ど
の
雇
用
に
関
し
、

障
害
者
で
あ
る
こ
と

を
理
由
と
す
る
差
別

が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

【
禁
止
事
例
】

（
募
集
・
採
用
時
）

・
単
に
「
障
害
者
だ

か
ら
」
と
い
う
理
由

で
、
求
人
へ
の
応
募

を
認
め
な
い

・
業
務
遂
行
上
必
要

で
な
い
条
件
を
付
け

て
、
障
害
者
を
排
除

す
る

（
採
用
後
）

・
労
働
能
力
な
ど
を

適
正
に
評
価
す
る
こ
と
な
く
、
単

に
「
障
害
者
だ
か
ら
」
と
い
う
理

由
で
、
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
合

理
的
配
慮
と
し
て
、
次
の
よ
う
な

措
置
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

【
合
理
的
配
慮
の
事
例
】

（
募
集
・
採
用
時
）

・
視
覚
障
害
が
あ
る
方
に
対
し
、

点
字
や
音
声
な
ど
で
採
用
試
験
を

行
う

・
聴
覚
・
言
語
障
害
が
あ
る
方
に

対
し
、
筆
談
な
ど
で
面
接
を
行
う

（
採
用
後
）

・
肢
体
不
自
由
が
あ
る
方
に
対
し
、

机
の
高
さ
を
調
節
す
る
な
ど
作
業

を
可
能
に
す
る
工
夫
を
行
う

・
知
的
障
害
が
あ
る
方
に
対
し
、

図
な
ど
を
活
用
し
た
業
務
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
作
成
や
、
業
務
指
示
の
内

容
を
明
確
に
し
て
一
つ
ず
つ
行
な

う
な
ど
、
作
業
手
順
を
分
か
り
や

す
く
示
す

・
精
神
障
害
が
あ
る
方
に
対
し
、

出
退
勤
時
刻
・
休
暇
・
休
憩
に
関

し
、
通
院
・
体
調
に
配
慮
す
る

相
談
窓
口
の
設
置
な
ど
の
必
要

な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
障
害
の
あ
る
方

か
ら
の
苦
情
を
自
主
的
に
解
決
す

る
こ
と
が
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

万
一
、
当
事
者
の
話
し
合
い
に

よ
る
自
主
的
な
解
決
が
難
し
い
場

合
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ

る
助
言
、
指
導
ま
た
は
勧
告
、
第

三
者
に
よ
る
調
停
制
度
で
あ
る
障

害
者
雇
用
調
停
会
議
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

事
業
主
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
を

過
重
な
負
担
に
な
ら
な
い
範
囲
で

提
供
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
合
理
的
配
慮
は
障
害

が
あ
る
方
一
人
ひ
と
り
の
状
態
や

職
場
の
状
況
な
ど
に
応
じ
て
求
め

ら
れ
る
も
の
が
異
な
り
、
多
様
で

個
別
性
が
高
い
も
の
で
す
。

従
っ
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
措
置
を
と
る
か
に
つ
い
て
は
、

本
人
（
障
害
が
あ
る
方
）
と
事
業

主
と
で
よ
く
話
し
合
い
、
相
互
理

解
の
中
で
決
め
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

※
合
理
的
配
慮
と
は

・
募
集
・
採
用
時
に
、
障
害
者
と

障
害
者
で
な
い
人
と
の
均
等
な
機

会
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

・
採
用
後
に
、
障
害
者
と
障
害
者

で
な
い
人
の
均
等
な
待
遇
の
確
保

ま
た
は
障
害
者
の
能
力
の
有
効
な

発
揮
の
支
障
と
な
っ
て
い
る
事
情

を
改
善
す
る
た
め
の
措
置

子
ど
も
・
子
育
て
拠
出
金
（
旧

児
童
手
当
拠
出
金
）
が
、
平
成
二

十
八
年
四
月
分
（
平
成
二
十
八
年

五
月
納
付
分
）
か
ら
引
き
揚
げ
ら

れ
ま
す
。

子
ど
も
・
子
育
て
拠
出
金
は
、

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成

二
十
四
年
八
月
成
立
、
平
成
二
十

七
年
四
月
施
行
）
と
い
う
法
律
に

も
と
づ
い
て
徴
収
さ
れ
て
い
ま
す
。

拠
出
金
は
、
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
が

全
額
負
担
し
ま
す
。

拠
出
金
の
額
は
、
厚
生
年
金
保

険
の
被
保
険
者
一
人
ず
つ
の
標
準

報
酬
月
額
と
標
準
賞
与
額
に
、
子

ど
も
・
子
育
て
拠
出
金
率
を
乗
じ

て
算
出
さ
れ
た
額
の
総
額
で
す
。

徴
収
さ
れ
た
拠
出
金
は
、
会
社

員
の
子
で
三
歳
未
満
の
子
に
支
給

さ
れ
て
い
る
児
童
手
当
や
、
地
域

子
ど
も
子
育
て
支
援
事
業
の
資
金

（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
や
児
童
館

の
拡
充
）
に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
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平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
施
行
の
「
障
害
者
の
雇
用

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
雇
用
に
関
し
、

障
害
者
に
対
す
る
差
別
が
禁
止
さ
れ
、
合
理
的
配
慮

（
※
）
の
提
供
が
義
務
と
な
り
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
、
次
の
三
点
で
す
。

一
．
雇
用
の
分
野

で
の
障
害
者
差
別

の
禁
止

二
．
合
理
的
配
慮
の提

供
義
務

三
．
相
談
体
制
の
整
備
、
苦

情
処
理
・
紛
争
解
決
の
援
助

例） Ａさん 標準報酬月額 20万円

Ｂさん 同上 28万円
Ｃさん 同上 9万8千円

≪計算式≫

20万円×0.２％＋28万円×0.２％＋9万8千円×0.２％

＝１１５６円（拠出金額）

【現行】 ０.１５％ ⇒ 【平成２８年度】０.２％

【平成２８年度】０.２％ ⇒ 【平成２９年度】０.２３％

※2段階で引き上げ予定



『
日
本
再
興
戦
略
』
改
訂
二
〇

一
五
」
に
お
い
て
、
配
偶
者⼿

当

の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
厚
生

労
働
省
は
昨
年
十
二
月
よ
り
学
識

経
験
者
に
よ
る
「
女
性
の
活
躍
促

進
に
向
け
た
配
偶
者
手
当
の
在
り

方
に
関
す
る
検
討
会
」
を
設
置
し
、

昨
年
十
二
月
か
ら
三
回
に
わ
た
っ

て
検
討
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

検
討
会
で
は
、
配
偶
者
手
当
は
、

妻
が
家
事
や
育
児
・
親
の
介
護
に

専
念
し
、
夫
は
仕
事
に
専
念
す
る

と
い
う
夫
婦
間
の
性
別
役
割
分
業

が
一
般
的
で
あ
っ
た
高
度
経
済
成

長
期
に
日
本
的
雇
用
慣
行
（
年
功

序
列
、
終
身
雇
用
）
と
と
も
に
定

着
し
て
き
た
制
度
で
あ
り
、
女
性

の
就
業
が
進
ん
で
い
る
現
在
に
お

い
て
は
、
当
時
と
社
会
の
実
情
が

大
き
く
変
化
し
、
税
制
・
社
会
保

障
制
度
と
と
も
に
就
業
調
整
の
要

因
と
な
っ
て
い
る
、
と
し
て
い
ま

す
。し

か
し
、
女
性
が
就
労
時
間
を

調
整
し
、
短
時
間
勤
務
を
選
択
す

る
理
由
と
し
て
は
、
単
に
「
就
業

調
整
」
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、

家
事
や
育
児
・
介
護
な
ど
の
負
担

が
女
性
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
や
い

わ
ゆ
る
待
機
児
童
問
題
な
ど
に
よ

る
時
間
的
制
約
も
そ
の
一
因
と
な
っ

て
い
ま
す
。

「
平
成
二
十
七

年
職
種
別
民

間
給
与
実
態
調
査
」
（
人
事
院
）

に
よ
る
と
、
家
族
の
い
る
従
業
員

に
支
給
す
る
手
当
制
度
が
あ
る
事

業
所
は
七
六
．
五
%
で
、
そ
の
う

ち
配
偶
者
に
対
す
る
家
族
手
当
を

支
給
す
る
事
業
所
は
九
〇
．
三
%

（
全
体
の
六
九
．
0
％
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。

配
偶
者
に
対
す
る
家
族
手
当
を

支
給
す
る
事
業
所
の
う
ち
、
配
偶

者
の
収
入
制
限
を
設
け
て
い
る
事

業
所
は
八
四
．
九
%
で
あ
り
、
制

限
額
と
し
て
一
〇
三
万
円
が
六
八
．

八
%
、
一
三
〇
万
円
が
二
五
．
八

%
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
収

入
制
限
を
設
け
て
い
な
い
事
業
所

は
約
一
五
．
一
%
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
。
配
偶
者
に
家
族
手
当

を
支
給
す
る
事
業
所
は
、
企
業
規

模
が
小
さ
い
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。

検
討
会
が
ま
と
め
た
報
告
書
で

は
、
配
偶
者
の
収
入
要
件
が
あ
る

「
配
偶
者
手
当
」
に
つ
い
て
は
、

配
偶
者
の
働
き
方
に
中
立
的
な
制

度
と
な
る
よ
う
見
直
す
こ
と
が
望

ま
れ
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
賃
金
制
度
を
見
直
す
に

は
、
関
係
法
令
や
判
例
、
実
務
上

の
留
意
事
項
を
踏
ま
え
る
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

見
直
し
の
具
体
例
は
次
の
と
お
り

で
す
。

①

配
偶
者
に
対
す
る
手
当
を
廃

止
、
相
当
部
分
基
本
給
等
へ
組
み

入
れ
る
。
他
の
家
族
手
当
の
増
額

や
新
た
な
手
当
を
創
設
す
る
。

②

配
偶
者
手
当
を
縮
小
し
、
一

定
の
年
齢
ま
で
の
子
が
い
る
場
合

に
支
給
す
る
。
扶
養
家
族
に
手
当

を
増
額
す
る
。

③

配
偶
者
手
当
を
存
続
す
る
。

他
の
手
当
は
改
廃
し
た
が
、
生
活

保

障

の

観

点

か

ら

家

族

手

当

は

存
続
す
る
。

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

十
五
日

○
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
期

限
、
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請

期
限
［
（
独
）
高
齢
・
障
害
者
雇

用
支
援
機
構
］

三
十
一
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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高
齢
法
経
過
措
置
の
対
象
年

齢
が
四
月
か
ら
「
六
十
二
歳
以

上
」
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

三
月
末
ま
で
の
基
準
（
六
十

一
歳
以
上
）
に
合
わ
せ
て
就
業

規
則
等
の
定
め
を
設
け
て
い
る

場
合
は
、
見
直
し
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-611-5300

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

五
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

「
配
偶
者
手
当
」
は

な
じ
ま
な
い
？

「
配
偶
者
手
当
」
の支

給
状
況

配
偶
者
手
当
見
直
し
の留

意
点

平成２８年度の雇用保険料率（平成２８年４月１日から適用）

①＋②

雇用保険料率

①

労働者負担

②

事業主負担

一般の事業

農林水産・

清酒製造の事業

建設の事業

1.１％

1.３％

1.４％

0.４％

0.５％

0.７％

0.５％

０.８％

０.９％

雇
用
保
険
料
率
の
変
更


